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死亡保険金、満期保険金を年金形式で受け  

取った場合は となります。  

 

税 務 

Ѹ  

 わたしたちの生活の中で病気や死亡、けが

など予期しない事が起きた場合に備えて、生

命保険に加入している事と思われます。今回

は実際に保険金を受け取った際にかかる税金

について、ご紹介いたします。   

ḱѸ  

 生命保険金を受け取る場合、その保険金の内容と

保険料の負担者によって Ѫ ます。  

 例として満期保険金が一時所得となる場合、税

金がどのくらいかかるのかをご紹介いたします。  

ʤ ϳѸ  

ʤ Ѹ  

ʤ Ѹ  

保険料負担者、被保険者、保険金受取人が夫

であり、満期保険金の受取額が1,000万円、支

払保険料の合計額が900万円の場合   

(1,000έ֑ Ǆ=900έ֑ Ǆ 50έ֑ ń1/2ǔ25έ֑  

ǔ25έ֑ń5Ƽǔ1.25έ֑ 

ǔ1.25έ֑ń2.1Ƽǔ 262֑= 

м ǔ2 5έ֑ń 1 0Ƽ  ǔ 2.5έ֑ 

合計37,700֑(100円未満切り捨て)が納税額となります。  

✔ №Ѹ  ✔ԇ Ѹ  

✔ Ѹ    ✔ Ѹ   

✔ =＝ (500万円×法定相続人の数) 

                  ＋5,000万円  

✔Ϊ ⌠ =＝(死亡保険金－合計支払保険料 

             －特別控除額50万円)×1/2  

✔ γ =ǔ=110万円  

і 

Ѹ  ḃ Ѹ ק   

 

※他に所得がないものとし、課税所得195万円以下の場合 

 の税率5％を適用 Ѹ ᶳᶲЀ  Ѹ  Ѹ  
ᶳɸ  

 

ᾥ ῤ˲ᶅ ˳ ᾥ= ᾥ=  

ᾥ= ᾥ= ᾥ˲ῤᶪ˳= Ϊ  

ᾥ˲= ᾥ= ᾥ˲ῤ= γ  

Ѹ ᶳᶲЀ  Ѹ  Ѹ   

ᾥ= ᾥ= ᾥ= Ϊ  

ᾥ ῤᶪ = ᾥ= ᾥ= γ  

 ʌ  

№Ѹ  

✔ ᵀ Ѹ өѸ (対人事故、 

 対物事故により支払われる保険金) 

✔ νϥ Ѹ  

 Ѹ  

✔ Ω ϥ  

 № ᶳ Ѹ   

 生命保険の他に、損害保険でも非課税となる

保険金をご紹介いたします。  

 ただし、事業を営む個人事業者が火災に

より店舗やその商品に対して、保険金を受

け取る場合、燃焼したṰ

Ṍの保険金はϥ ᶰԇ

ᾌΰとなり、燃焼した

の保険金は、

ᾩ דּ

ことになります。  本人又は家族が、身体に傷害を受けたこと

に基因するもの、又は疾病によって重度障害

の状態になったことなどにより、受け取る以

下の保険金は非課税となります。 

  ᴩԇ 30 ʯ65 ˲ Ѹ  

 まずは、ご自身の保険金の受取人が誰に

なっているのかなど、保険の契約内容を確認

してみてはいかがでしょうか。保険証券の見

方、税金計算など、ご不明な点があれば監査

担当者にお尋ねください。  
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 認定支援機関は、経営改善計画の記載に基

づき、中小企業者のモニタリングを実施し

て、経営改善支援センターに対し報告すると

ともに、「 」を

提出します。なお、モニタリングは、認定支

援機関が自ら実施するものとし、外部委託す

ることはできません。  

 上記以外にも、次のような経営革新等支援機

関(認定支援機関)関連の経営支援策があります。 

.  

3  

経 営 

ᵃ Ј  

ϥᵃ שׁ  ɒ  

ש  

 

 中小企業者は、計画について金融機関との合

意成立後、認定支援機関と連名で、「 ẓ Ṿ

ͻϥ 」を ẓ Ṿ

ͻへ提出します。  

ש ₮  

₮ ḃ  

 当事務所も平成24年11月5日に「経営革新等

支援機関」第1号認定機関の認定を受けていま

す。経営の厳しい中小企業者が上手に事業再生

を成し遂げられるかどうかは、どれだけ早いう

ちにスタートを切れるかどうかにかかっていま

す。このような支援制度を活用し、できるだけ

早期に経営改善・事業再生に向けて行動されて

はいかがでしょうか。興味をお持ちお客様は、

監査担当者にご相談下さい。  

 

①既に策定した計画がある場合であっても、その計 

 画と事業実績に乖離があり、計画の修正を行う場 

 合についても本事業を活用することが可能。  

 認定支援機関は、中小企業者の経営改善計画

書策定・合意形成に向けた支援を実施する。  

②本事業において経営改善計画策定支援費用(モニタ 

 リング費用等を含む上限200万円)の補助を受ける 

 ためには、金融機関による金融支援についての同 

 意が必要。  

 約1年前の平成24年8月に「ρ║Т ẓᴦ

ᵡ 」が施行されました。それに伴い、今

年5月に中小企業基盤整備機構と中小企業庁は

「 ẓ Ṿ ₮ ϥ 」に関して、支援

機関向けのマニュアルとＦＡＱ（よくある質問

集）を作成しています。  

 中小企業者は、経営改善計画策定支援を実施

する認定支援機関と連名で、「 ẓ Ṿ

ͻϥ ש 」を、ρ║Т ֕

ᶀ Ы ẓ Ṿ ͻへ提出

します。  

 経営革新等支援機関(認定経営支援機関)が金融

機関と連携して、企業の経営改善計画の策定を支

援し、計画の実行支援(3年間のモニタリング)まで

を実施すると、費用の2／3(上限200万円)を国が負

担する。  

ɞ ẓ Ṿ ₮ ϥ ɟ 

… 経営改善計画の策定費用を補助  

※経営革新等支援機関とは、税理士・公認会計士 

 等で経済産業省から認定を受けたもの 

※都道府県の中小企業再生支援協議会にある「経 

 営改善支援センター」で申込を受付 

※支援対象事業者は中小企業・小規模事業者(個人 

 事業主含む)で、医療法人、社会福祉法人、LLP  

 は支援の対象外。 … 税制上の優遇処置  

 経営革新等支援機関(認定支援機関)から中小

企業者(青色申告書提出法人等)が、経営改善に

関する指導及び助言を受け、店舗の改修等に伴

う器具備品(1台または1基が30万円以上)及び、

建物附属設備(60万円以上)を取得して、事業の

用に供した場合は、取得価格の 30%の特別償

却、または取得価格の7%の税額控除のどちらか

を選択適用できる。  

平成25年4月1日から平成27年3月31日まで。  

ɞṰ ͻ ᵡ  ɟ׳
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ו  Ϣ₮ Иᴊ6 ᾝ ῒ  ὃḃ 14

から₲ ו И 8 の範囲

内で、会社を休んだ期間について支給されます。

ただし、休んだ期間に係る分として出産手当金の

額よりも多い報酬が支給される場合は、ו

なお、出産予定日より遅れ

て出産した場合にはその間も支給されます。   

ɞᶳ ɟ 

 1日につき ὂ כ3 2 する

額が支給されます。会社を休んだ期間につい

て、報酬を受けられる場合は、その報酬額を控

除した額が出産手当金として支給されます。  

ɞ ɟ 

ᴊ Ъ  

・ ὃḃ Аγ 

ו・ Ϣ₮ ἲ  

・6  ׳

・ 2 ṓ  

 ὃḃ ᵱֿפ  

 ᵃ ╜  דּ

  

・ ₲ ו ἲ  

ᴊЪ  Ъ  

8  
6  

ᾝ ῒ 14  

 

ו Ѫ А  
ᴊ Ъ  

労 務 

 

ᴳᵃ   

ᴊ Ъ ρ ϥ ᶬ А  

 

 使用者は、6 ᾝ ῒ  ὃḃ 14 Иԝに

出産する予定の女性が休業を請求した場合、及び

8 を経過しない女性を就業させてはいけません。

ただし、産後６週間を経過した女性が請求した場合

は、医師が支障がないと認めた業務に就かせても差し

支えありません。  

③産前産後の休業中は、特に有給である必要は

ありません。就業規則や当事者間の取り決めに

よります。実務上は多くの会社が給料を支給し

ておらず、「4．出産に係る給付について」で

紹介する健康保険から支給される出産手当金を

受給していることがほとんどです。  

④産前産後休業中の ЫѸ については免除

されませんので、 ṓ ᶰする必要があ

ります。ただし、 26 4 Ӿ される

ことになっております。  

 健康保険の被保険者が出産のため会社を休

み、報酬を受けられないときに支給されます。  

 被保険者および扶養者が出産したときに Ԁ

42 έ֑ されます。（産科医療保

障制度に加入していない医療機関等で出産の場

合は39万円）健康保険でいう出産には、妊娠85

日以後の早産、死産、人口妊娠中絶をいいま

す。最近は、出産育児一時金を医療機関等にお

ける出産費用に充てるよう協会けんぽから医療

機関等に直接支払う制度を利用しているケース

が多くなっています。  

ɧו  

ɨו ԀΪ  

 次世代育成支援のため、 ᴊ Ъ ρ

Ұ Ѹ ᶚ Ѹ Ӿ が 26

4 から実施されることになりました。女性の

社会進出に伴い、産前産後休業や育児休業など

の制度が整備されつつありますが、実際は出産

前に退職するケースも多く、どのような給付等

が受けられるか把握していないケースもありま

す。女性社員が妊娠した場合にあわてないよ

う、今月は産前産後休業についての基本的事項

について、ご説明いたします。 

②上記①の他にも妊娠、出産、産前産後休業等

を取得したことなどを理由として、不利益な取

り扱いをすることを禁止しています。例とし

て、a．有期労働契約者の契約更新をしないこ

とや、b．退職の強要または正社員を非正規社

員へ変更するような労働契約内容の変更の強要

をすることなどが挙げられます。  

①産前産後の女性がЪ および 30

は、解雇制限期間となり、解雇してはいけません。  
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 今回は従前の会計基準から移行する際の取扱いについて、「社会福祉法人会計基準への移

行時の取扱い」（別紙２）に記載されている内容をもとに、移行処理の流れの概要をご紹介

させていただきます（前回は月間グローバル2013年6月号に掲載）。 

Ԍ Ы Ѐ ◐  Ӻ  

 新たな会計基準の大きな特徴として、これまで様々な会計ルールが

併存していることによる事務処理の煩雑さを解消すべく、社会福祉法

人の行う全ての事業を適用対象としており、その移行処理の方法につ

いても様々な会計処理基準（ ἲ ═ Ұ ᴆ ╜ᴳἲ

ʲ）からの移行方法が記載されています。  

 

Ы ἲ χ  

 社会福祉法人新会計基準への移行準備については、今後巡回監

査や研修会等でご支援していきます。個別の研修会についてご要

望がありましたら、監査担当者までお問い合わせください。 

社会福祉法人が行う全ての事業を対象としているため、これまで 

採用してきた異なる会計処理基準ごとに移行処理の方法を解説  

ɧ   ԏ ϥ  会計基準への移行時における基本的考え方と共通事項の解説  

ɩ   ᶨ  
・経理規定準則適用法人における移行時の仕訳一覧  

・新旧会計基準の勘定科目比較表  

ɨ ᴊ Ḃἲ  

Ԓп ׁ  

 事業活動計算書及び貸借対照表について、“Ы ἲ ” 

  前年度の数値の記載は不要とする。  

 ᵂ₮ （平成12年度会計基準の場合は別紙①）に基づき、 

 新会計基準の勘定科目に組替を行う。（B/S、P/L、C/F科目の組替） 

 

 旧基準or指針移行時において特例処理（社援施第８号）を行った場合には、 

  その特例に基づく結果を前提に今回の会計基準への移行を行うとしても差し支えない。 

 各会計ごとに「移行時の取扱い」により必要となる会計処理を 

 移行年度期首における“Ѝ ׁ ”にて行う。 

※ 月刊グローバルのバックナンバーについては当社HPからでも閲覧できます。 

移行時における過年度分の収益・費用の表示については月間グローバル 

2012年5月号（社会福祉法人の新会計基準について第8回）に掲載 

ɧ 

ɨ 

ɩ 

ɪ 

χ ԝ⅍  
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ϥ ╥ ש  

6  

Ы ḃMƽA ║  

 先月号では、事業承継セミナーの内容をご紹介しました。すでに3クール目を実施してお

りますが、そのセミナー内で、種類株式、特に黄金株を利用した事業承継について興味を持

たれた方が多くいらっしゃったため、本号でご紹介したいと思います。  

 種類株式については、平成24年7月号から9月号までの3号に渡りご紹介しましたので、黄

金株以外の種類株式はそちらを参照して頂き、本号では、ϥ ╥

ש についてご紹介します。  

 黄金株とは、株主総会または取締役会において決議しなければならない事項のうち、株主

総会や取締役会の決議の他に、別に発行する黄金株の株主を構成員とする株主総会の決議が

必要であるということが設けられている株式をいいます。平たく言えば、

ϥ ḑ ש のことです。  

事業承継 

 この黄金株が発行されていた場合、通常の株主総会あるいは取締役会決議の他に

χ χ Ы となります。例えば、定款で取締役の選任について、黄

金株をもった株主の株主総会決議も必要であることを謳います。そうすると通常の株主総会

決議の他に、黄金株をもった株主の総会決議がなければ、そのᶲ П

ことになります。事業承継の局面で、経営者が後継者に継がせたいけれども、「完全に

事業承継をするには、まだ今一つ不安があるので何らかの方法で見守っていたい」というと

きに利用されることが、多く見受けられます。黄金株によって決議しなければならないこと

を、多くしたり少なくしたりすることによりその権限の幅を調整し、後継者の成長に応じて

幅を小さくしていくことが可能となります。また、後継者にある程度自由に経営をしてもら

いながら、先代が締めるところは締めるというスタンスでの承継も可能となります。  

 ただし、注意しなければならないのは、ӹЖ で

す。後継者側からみれば、いつまでも先代が実権を握っているという煩わしさがあります。

よって、事業承継セミナー内では、経営者と後継者の話し合いの中で事業承継計画を作成

し、何年後にどういう段階で黄金株を解消するかということも事前に計画しておくことをお

勧めしています。この点を決めておかなければ、黄金株を解消してすべて自分に任せて欲し

いという話をいつすべきか、ということが後継者の胸の中で悶々としてしまいますし、先代

が急死した場合の黄金株の取り扱いについても事前に手を打っ

ておかなければ、相続の際に争いの火種になりかねません。 

 このように、黄金株は ᶲ

ですが、上手に利用することで効果的に事業承継

を進めることができます。黄金株を後継者の手綱を取るとい

うような短絡的な考えではなく、「֑ ϥ 」

という目的を達成するための一つの手段としてとらえ、その

弊害とならないように配慮しながら上手に利用してはいかが

でしょうか。  



2013年 7月20日発行 第200号 月刊グローバル 

Ѐ ᴩ ԇ ᵱ Ѹ  

7  

Ы ͻ Х ӼЀ 

 法人で加入する生命保険等について、最近では「 Ѹ 」の経理処理が2

כ 1 など、たび重なる税制改正により、いわゆる節税商品は少なくなりま

した。しかし解約返戻金のない ᵱ Ѹ については、短期契約・長期契約の区

分に関係なく、全額損金で処理出来ることになっています。下記に、医療保険の活用方法に

ついてご紹介いたします。 

リスクマネジメント 

Ѐ ᴩԇ ᵱ Ѹ  

ɞѸ Ѐɟ ɞҊЀḈ ᾔ Ѹ ҊЀɟ 

Ϊ Ѹ  

 

ɞѸ Ѐɟ ɞҊЀḈ ᾔ ɟ 

( ϡ Ϊ Ѹ )  

 

 医療保険を従業員全員に加入させた場合、Ԉ として処理することができます。その

従業員等が退職するときには、その医療保険を役員・従業員の個人名義に変更することが可

能です。解約返戻金のない商品の場合、 ֑となりますので、役員、従業員は

所得が発生せずに、会社から医療保険を譲渡してもらうことができます。退職後の保険料は

個人負担となりますが、保障を継続したい場合に有効な手段です。  

ᵱ Ѹ  

ɞǈǅԈ ˈ˲ὃḃƿΪ ˯̓ˣ̏Ѹ ˲ ˈǀɟ 

ɞǉǅ ˈ˲ὃḃƿΪ₮ ̂˫˲Ѹ ˲ ˈǀɟ 

 各保険会社で取り扱いは異なりますが、最近では Ԉ が認められてき

ています。例えば50歳の社長が会社名義で医療保険に加入し、50歳から65歳まで15年間の

保険料支払いを全額損金処理とした後、社長の勇退後その医療保険の契約者を法人から個人

に名義変更をして、社長個人の保険として利用する事も可能になっています。  

ȣᶲ ᷄ḑ ᴩԇ Ѹ Ы  

ṓ ṓ Ḉ ᾔ  



2013年 7月20日発行 第200号 月刊グローバル 掲示板 

8  

【さくらマネジメントグループ】 

株 式 会 社  道 央 医 療 コ ン サ ル 

庵 原 宏 章 行 政 書 士 事 務 所 

労 働 保 険 事 務 組 合 道 央 労 務 管 理 協 会 

株 式 会 社  さ く ら 総 合 Ｍ ＆ Ａ セ ン タ ー   

税 理 士 法 人  さ く ら 総 合 会 計 

エ ス ･ バ イ ･ エ ス 事 業 協 同 組 合 

道 央 情 報 サ ー ビ ス 協 同 組 合 

株 式 会 社  エ ス エ ム シ ー 

㈲ 札 幌 ビ ジ ネ ス エ ー ジ ェ ン ト 

株 式 会 社  パ ワ ー コ ン サ ル 

清 平 秀 幸 公 認 会 計 士 事 務 所 

 ᾈᾨ ו

 立場の弱い中小企業は消費税が増税になった際に、消費税分をѢ “ ᾌΰ ΰϔ が

できないと、増税になった分がそのまま経営を圧迫します。取引先が大企業(元請先)という立場

を利用し、中小企業の増税分の価格転嫁を拒否してくる可能性もあります。 

      

֑ “ Ѣ ⌠ ἲ  

“⌠ € К  

Ῠ ϡ  

 政府は、上記のようなことを防止するため、『 ֑ “ Ѣ

⌠ ἲ 』（平成24年10月26日対策推進本部決定）を公表し、対策に乗

り出しています。  

 Ѣ “ ḑ ԏ ᶺ = 

 Ḃ “⌠ € Ԍ ᶲ ῬṓЫ Ѣ “ ḑ

  

 Ѣ “ ḑ ᶲ № = 

 Ѣ “ ֑ = 

 政府は、運営の開始時期は ΰ ᵻ ᴊ 25 10 1 を予定しており、

平成26年4月の消費税増税に備え、現在関連法案の成立を目指しています。これらの取り組

みは、二段階目の消費税率の引き上げ後も、転嫁に係る状況を十分に注視しなければならな

いことから、平成29年3月末まで継続を予定しています。 


